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２．７ 終結段階 

 

１）終結の判断 

虐待対応は、常に終結を意識して行う必要があります。虐待対応が終結していない 

ことは、養介護施設従事者等による高齢者への権利侵害のおそれがある状態が継続して 

いることを意味しています。そのため、養介護施設等における改善取組を促し、高齢者が 

安全で安心できる生活環境を整え、虐待対応を終結させることが重要です。 

  なお、終結の判断は、改善計画に沿った改善報告書に基づき、モニタリングを行った 

結果を踏まえ、評価会議にて行います。 

 

２）虐待対応の終結要件 

改善取組に関する各項目の目標が達成され、下記の２つの要件を確認した時点で、 

虐待対応を終結します。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の終結要件 

 

① 虐待が解消し高齢者が安心してサービスを利用できるようになったと確認 

できること 

② 虐待の要因となった課題について、養介護施設等が再発防止のための方策を 

講じ、継続的に虐待防止の取組が実施できる体制の整備ができたことを確認 

できること 

 

 具体的には、以下に示す状況が確認された場合に、虐待対応の終結と判断します。 

 

・事実確認において確認された虐待・虐待が疑われる事象などが解消されている 

・評価時点でその他の虐待・虐待が疑われる事象などが生じていない 

・個々の改善目標が計画どおり達成された 

・改善が進んでいなかった項目についても目標が達成された（新たな取組を含む） 

・虐待予防・防止のための取組が継続して行われている 

・虐待が生じた場合の対応策が講じられている 
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なお、終結の判断は、市町村と都道府県が協議して行うことや、市町村が単独で終結を 

判断することも考えられますが、都道府県が指定権者等の施設である場合で、市町村が単独 

で終結を判断した場合は、都道府県に報告し情報共有を図ります。 

 養介護施設従事者等による高齢者虐待対応について、都道府県の積極的な関与により市町

村への支援の充実を図ることが求められます。 

 


